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放
火
や
放
火
の
疑
い
に
よ
る
火

災
が
、
出
火
原
因
の
上
位
を
占
め

て
い
ま
す
。
火
災
を
未
然
に
防
ぎ
、

身
を
守
る
た
め
、
次
の
点
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

▼
家
の
周
り
に
は
燃
え
や
す
い

も
の
を
置
か
な
い
▼
物
置
・
車
庫

な
ど
は
鍵
を
か
け
る
▼
夜
間
は
家

の
周
り
を
照
ら
す
セ
ン
サ
ー
ラ
イ

ト
等
を
設
置
す
る
▼
車
両
ボ
デ
ィ

カ
バ
ー
は
防
炎
品
を
使
用
す
る
▼

ご
み
は
決
め
ら
れ
た
日
の
朝
に
出

す
　

詳
し
く
は
東
久
留
米
消
防
署
予

防
課
緯
４
７
１
・
０
１
１
９
へ
。

　

認
可
保
育
所
の　

年
度
入
所
の

２２

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
【
日
程・会
場
】　

月
３
日
（
木
）

１２

～
８
日
（
火
）
は
午
前
９
時
～
午

後
４
時
半
、　

月
９
日
（
水
）
～

１２

　

日
（
金
）
は
午
前
９
時
～
午
後

１１８
時
、
市
役
所
２
階
２
０
４
会
議

室
で
受
け
付
け
ま
す

　

※
い
ず
れ
も
正
午
～
午
後
１
時

と
土
曜
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
▼
既
に　

年
２１

度
中
の
入
所
申
し
込
み
を
し
、
決

定
を
待
っ
て
い
る
方
で
、　

年
４

２２

月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
入
所
を

希
望
す
る
方
も
、
受
付
期
間
中
に

新
た
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
▼

転
出
等
で
他
市
区
町
村
保
育
所
の

入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
各
自
治

体
で
申
し
込
み
締
め
切
り
日
や
必

要
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
▼　

月　

日
～　

１２

１２

２２

年
１
月
中
旬
に
出
産
し
、
保
育
所

に
入
所
を
希
望
す
る
方
（
た
だ
し
、

入
所
申
し
込
み
が
で
き
る
の
は
私

立
保
育
所
お
よ
び
公
設
民
営
ひ
ば

り
保
育
園
、〈
仮
称
〉
堂
坂
保
育
園

と
な
り
ま
す
）
は
、
随
時
保
育
課

（
市
役
所
２
階
）
で
受
け
付
け
ま

す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
【
二
次
受
け
付
け
】二
次
受
け
付

け
（
随
時
募
集
分
）
を
、　

年
２

２２

月
１
日
（
月
）
～
２
月　

日
（
金
）

２６

に
予
定
し
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、

一
次
選
考
後
の
欠
員
に
伴
う
申
し

込
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係
緯
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　

学
童
保
育
所
の　

年
度
入
所
の

２２

申
し
込
み
受
け
付
け
を
、　

年
１

２２

園
）が
新
し
く
開
園
し
ま
す
。施
設

の
建
設
は
市
が
行
い
ま
す
が
、
運

営
は
社
会
福
祉
法
人
ユ
ー
カ
リ
福

祉
会
に
委
託
し
、
特
色
あ
る
保
育

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
目
指
し
ま
す
。

　
【
名
称
・
所
在
地
】（
仮
称
）
堂

坂
保
育
園（
上
の
原
１
ノ
２
ノ　

）
４４

　
【
園
舎
の
概
要
】軽
量
鉄
骨
造
２

階
建
て
の
建
物
で
、
保
育
室
の
ほ

か
に
相
談
室
や
多
目
的
室
、
誰
で

も
ト
イ
レ
な
ど
を
整
備
し
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
も
設
置
し
ま
す
。
送
迎

用
の
駐
車
場
（
９
台
分
）
と
自
転

車
置
き
場
も
整
備
し
ま
す

　
【
定
員
】　

人
（
零
歳
児
６
人
、

８８

１
歳
児　

人
、
２
歳
児　

人
、
３

１０

１８

歳
児　

人
、
４
・
５
歳
児　

人
）。

１８

３６

最
終
的
に
定
員
は
１
１
０
人

　
【
受
け
入
れ
年
齢
】
零
歳
（
生
後

　

日
以
上
）
～
就
学
前

５７
　
【
開
所
日
】
月
曜
～
土
曜
日
（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　
【
開
所
時
間
】午
前
７
時
～
午
後

６
時
（
午
後
６
時
～
８
時
の
延
長

保
育
を
実
施
）

　
【
一
時
保
育
（
一
時
預
か
り
）
の

内
容
】
①
定
員
は　

人
②
対
象
年

１０

齢
は
１
歳
～
就
学
前
③
時
間
は
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時
④
専
用
保

育
室
で
担
当
の
保
育
士
が
保
育
を

実
施
し
ま
す

　
【
そ
の
他
】
障
害
児
保
育
あ
り
。

園
庭
に
菜
園
を
設
け
、
食
農
保
育

に
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係
緯
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

童
を
決
定
し
ま
す
の
で
、
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
児
童

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　

市
で
は
、
防
犯
灯
や
装
飾
灯
を

管
理
し
て
い
る
自
治
会
や
商
店
会

に
対
し
て
、
下
半
期
（
６
月
１
日

～　

月　

日
）
に
か
か
っ
た
費
用

１１

３０

（
電
気
料
・
取
替
経
費
）
を
補
助

ま
で休

日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）・　

１２

１２

１３

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

し
ま
す
。

　

各
団
体
の
代
表
の
方
に
は
申
請

書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
施
設
管

理
課
（
市
役
所
５
階
）
で
必
ず　
１２

月　

日
（
火
）
ま
で
に
手
続
き
を

１５

　小・中学校では、保護者の皆さんから納入

される給食費で安全な食材を購入し、衛生的

な調理を行ない、児童・生徒へ栄養バランス

のとれた学校給食を提供しています。

　学校給食費は納め忘れがないよう、納入に

ご協力をお願いします。

　なお、事情で納入が困難な場合には、在学

する各小・中学校の校長または副校長、担任

教師、栄養士（中学校は学務課内栄養士）へ

ご相談ください。

　詳しくは学務課保健給食係緯４７０・７７７９へ。

月
４
日
（
月
）
～
９
日
（
土
）
に

行
い
ま
す
。
受
付
時
間
は
、
１
月

４
日
（
月
）
～
６
日
（
水
）
は
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時
、
７
日

（
木
）・
８
日
（
金
）
は
午
前
８
時

半
～
午
後
８
時
、
９
日
（
土
）
は

午
前
８
時
半
～
正
午
で
す
。

　

学
童
保
育
所
は
、
両
親
な
ど
保

護
者
が
勤
め
て
い
た
り
、
病
気
な

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
等
の
納
め
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
仕
事
な
ど
で
平
日
の

相
談
が
困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
ご
注
意
】
相
談
の
場
合
は
、
事

前
に
来
庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ

さ
い
▼
介
護
保
険
料
、
保
育
園
保

育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納
付
書

を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収

し
ま
す
▼
納
税
証
明
書
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月
９
日
（
水
）・　

１２

１０

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
８
時

し
込
み
の
あ
っ
た
お
子
さ
ん
に
つ

い
て
は
、
入
所
時
期
が
遅
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
②
各
学
童
保
育
所

と
も
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場

合
は
、
入
所
判
定
を
行
い
入
所
児

学校給食費学校給食費のの
納め忘れはありません納め忘れはありませんかか

　
　

年
４
月
に
、
市
内
で　

番
目

２２

１６

と
な
る
認
可
保
育
所
（
公
設
民
営

ど
の
理
由
で
小
学
校
低
学
年
の
お

子
さ
ん
の
放
課
後
の
世
話
が
で
き

な
い
場
合
に
、
保
護
者
に
代
わ
っ

て
専
門
の
職
員
が
児
童
を
保
育
指

導
す
る
施
設
で
す
。

　

今
回
、
入
所
の
対
象
と
な
る
の

は
、
来
年
４
月
の
小
学
校
新
１
年

生
～
新
３
年
生
の
児
童
で
す
。

　
【
提
出
書
類
】①
入
所
申
請
書
②

保
護
者
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

＝
勤
務
証
明
書
・
病
気
治
療
中
の

と
き
は
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
ほ

か
の
理
由
で
家
庭
で
適
切
な
監
護

が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
理
由
書

③
非
課
税
世
帯
の
場
合
は
世
帯
全

員
の
平
成　

年
度
市
民
税
非
課
税

２１

証
明
書
。
生
活
保
護
世
帯
は
受
給

証
明
書

　

※
入
所
申
請
書
と
勤
務
証
明
書

の
用
紙
は
、
子
育
て
支
援
課
（
市

役
所
２
階
）、各
学
童
保
育
所
で
配

布
し
て
い
ま
す
。

　
【
申
請
受
付
場
所
】子
育
て
支
援

課
（
市
役
所
２
階
）　
　

　
【
使
用
料
】１
人
月
額
５
０
０
０

円
（
使
用
料
の
免
除
を
受
け
る
方

は
、
申
請
時
に
世
帯
全
員
の
非
課

税
証
明
書
ま
た
は
生
活
保
護
受
給

証
明
書
の
添
付
が
必
要
で
す
）

　
【
ご
注
意
】①
受
付
期
間
後
に
申

　

東
京
都
難
病
医
療
費
等
助
成
制

度
の
対
象
と
な
る
疾
病（
国
疾
病
）

が
下
表
の
通
り
追
加
さ
れ
、　

月
１２

１
日
（
火
）
か
ら
受
け
付
け
を
開

始
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、
必
要
書
類

を
持
参
し
て
、
障
害
福
祉
課
（
市

役
所
１
階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、　

月
末
ま
で
に
申
請
し

１２

た
場
合
は
、　

月
１
日
に
さ
か
の

１０

ぼ
っ
て
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

　

※
申
請
に
必
要
な
書
類
は
障
害

福
祉
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
機

械
・
器
具
・
備
品
等
の
有
形
資
産

の
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
償
却
資
産
を
市
内
に

所
有
す
る
方
は
、　

年
１
月
１
日

２２

現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
を
２
月

１
日
（
月
）
ま
で
に
申
告
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
用
紙
は
、　

月
中
旬
ま
で

１２

に
お
手
元
に
届
く
よ
う
に
発
送
し

ま
す
。
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方

で
用
紙
が
届
か
な
い
場
合
は
、
課

税
課
家
屋
資
産
税
係
☎
４
７
０
・

７
７
２
７
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
助
成

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　

８
月
～　

月
分
の
児
童
扶
養
手

１１

当
を　

月　

日
（
金
）
に
指
定
口

１２

１１

座
に
振
り
込
み
ま
す
。
利
用
金
融

機
関
に
よ
っ
て
は
入
金
が
遅
れ
る

　

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な

る
も
の
に
、
土
地
や
家
屋
の
ほ
か
、

償
却
資
産
が
あ
り
ま
す
。
償
却
資

産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場
や

商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
が
、

　

年
４
月
入
所
の
申
し
込
み

２２受
け
付
け
は　

月
３
日
～　

日

１２

１１

（仮称）堂坂保育園

　

年
４
月
入
所
の
申
し
込
み

２２受
け
付
け
は　

年
１
月
4
日
～
９
日

２２

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新しししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育新しい保育園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園
ががががががががががががががががががががが開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園しししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままが開園しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

認
可
保
育
所

学
童
保
育
所

償却資産
（固定資産税）

申告は
２２年２月１日までに

ご利用ください

夜間・休夜間・休日日
納税相談窓口納税相談窓口をを
開設しま開設しますす

対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対
象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象
疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾
病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病
ががががががががががががががががががががが
追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追
加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加
さささささささささささささささささささささ
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
ままままままままままままままままままままま
ししししししししししししししししししししし

疾
病
が
追
加
さ
れ
ま
し
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

新たに東京都難病医療費等助成制度の
対象に追加された疾病（国疾病）

疾病名疾病
番号

家族性高コレステロール血症（ホモ
接合体）４６

脊髄（せきずい）性筋萎（い）縮症４７

球脊髄性筋萎縮症４８

慢性炎症性脱髄（だつずい）性多発
神経炎４９

肥大型心筋症５０

拘束型心筋症５１

ミトコンドリア病５２

リンパ脈管筋腫症（ＬＡＭ）５３

重症多形滲出性紅斑（たけいしんし
ゅつせいこうはん）（急性期）５４

黄色靭帯（おうしょくじんたい）骨化症５５

間脳下垂体機能障害（ＰＲＬ分泌異
常症、ゴナドトロピン分泌異常症、
ＡＤＨ分泌異常症、下垂体性ＴＳＨ
分泌異常症、クッシング病、先端巨
大症、下垂体機能低下症）

５６

※疾病番号４７、４９、５０、５２は、都単疾病か
らの変更のため、既に医療券をお持ちの方
は再申請の必要はありません。

空
気
が
乾
燥
し

空
気
が
乾
燥
し
、、

火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で

　
　
　
　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
すす

東
京
都
難
病
医
療
費
等
助
成

児
童
扶
養
手
当
を

　
　
　
　

振
り
込
み
ま
す

放
火
に
ご
注
意
く
だ
さ

放
火
に
ご
注
意
く
だ
さ
いい

し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
申
請
は
お

受
け
で
き
ま
せ
ん
。
な
お
、
申
請

書
の
提
出
が
遅
れ
る
と
、
補
助
金

の
交
付
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
同
課
道
路
河
川
施
設

担
当
緯
４
７
０
・
７
７
６
７
へ
。

防
犯
灯
の
維
持
管
理
費
に

　
　
　

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

　
　

年
第
４
回
市
議
会
定
例
会
が

２１

　

月　

日（
木
）～　

月
４
日（
金
）

１１

１８

１２

の　

日
間
の
日
程
で
開
催
中
で
す
。

１７
今
回
の
議
会
に
上
程
さ
れ
た
市
長

提
出
議
案
は
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ

き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

▼
消
防
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
▼

東
久
留
米
市
立
保
育
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
▼
東
久
留
米

市
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て
▼
東
久
留

米
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
▼
市
道
路
線
の
認
定

に
つ
い
て
▼
平
成　

年
度
東
久
留

２１

米
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
▼
物
品
の
買
入
れ
に
つ
い
て

（
２
件
）
▼
東
久
留
米
市
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
緯
４
７

０
・
７
７
８
９
へ
。

第４回市議会
定例会を開催中
１２月４日（金）まで


